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対
象
者

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方

②
転
倒
防
止
器
具
を
取
り
付
け
る

　

住
宅
、
併
用
住
宅
の
所
有
者
又

　

は
居
住
者

※

併
用
住
宅
と
は
、
事
務
所
や
店

　

舗
と
住
宅
を
兼
ね
て
い
る
も
の

補
助
対
象
経
費
・
対
象
者
が
自
ら

家
具
等
の
転
倒
防
止
器
具
を
取
り

付
け
る
場
合
の
購
入
費 

・
対
象
者

が
家
具
等
の
転
倒
防
止
器
具
の
取

付
け
を
事
業
者
に
依
頼
す
る
場
合

の
事
業
費
（
転
倒
防
止
器
具
の
購

入
費
を
含
む
）

補
助
額　

補
助
対
象
経
費
の
２
分

の
１
以
内
（
補
助
額
の
１
，
０
０

０
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

※

た
だ
し
、
平
成
30
年
度
ま
で
は

　

10
分
の
10
の
補
助
が
出
ま
す
。

補
助
上
限
額

○
自
分
で
転
倒
防
止
器
具
を

　
　

取
り
付
け
る
場
合
の
購
入
費

　
　
　
　
　
　

１
０
，
０
０
０
円

○
転
倒
防
止
器
具
の
取
付
け
を

　
　

事
業
者
に
依
頼
す
る
場
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
業
費

　
　
　
　
　
　

２
０
，
０
０
０
円

※

転
倒
防
止
器
具
に
係
る
費
用
と

　

し
て
１
万
円
、
取
付
け
に
係
る

　

費
用
と
し
て
１
万
円
の
上
限
と

　

な
り
ま
す
（
２
万
円
の
転
倒
防

　

止
器
具
の
全
額
補
助
は
で
き
ま

　

せ
ん
）。

自
分
で
取
付
け
る
場
合

①
器
具
の
費
用　

７
，
８
０
０
円

　

補
助
額　
　
　

７
，
０
０
０
円

②
器
具
の
費
用　

１
３
，０
０
０
円

　

補
助
額　
　

１
０
，
０
０
０
円

（
補
助
の
上
限
額
が
１
万
円
の
た

め
、
３
千
円
は
自
己
負
担
）

事
業
者
に
頼
む
場
合

①
器
具
の
費
用　

７
，
８
０
０
円

　

取
付
け
費
用　

９
，
８
０
０
円

補
助
額　
　
　

１
７
，
０
０
０
円

②
器
具
の
費
用　

１
３
，０
０
０
円

　

取
付
け
費
用　

９
，
８
０
０
円

補
助
額　
　
　

１
９
，
０
０
０
円

（
そ
れ
ぞ
れ
の
補
助
の
上
限
額
が

１
万
円
の
た
め
、
器
具
の
費
用
３

千
円
は
自
己
負
担
）

申
請
方
法

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
、

押
印
の
上
、
申
請
書
に
記
載
さ
れ

て
い
る
関
係
書
類
と
一
緒
に
地
域

防
災
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

購
入
前
に
手
続
が
必
要
で
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
申
請
書
は
、

地
域
防
災
課
窓
口
及
び
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

　

地
震
に
よ
る
住
宅
内
の
家
具
転

倒
か
ら
身
体
の
安
全
を
確
保
し
、

安
全
な
避
難
行
動
に
つ
な
げ
る
こ

と
を
目
的
に
、
家
具
等
転
倒
防
止

器
具
の
購
入
費
補
助
制
度
を
開
始

し
ま
し
た
。

防
災
防
災

か
わ
ら
版

か
わ
ら
版

防
災
防
災

か
わ
ら
版

か
わ
ら
版

防
災

か
わ
ら
版

家
具
等
転
倒
防
止
促
進
事
業
補
助

金
の
申
請
受
付
を
開
始
し
ま
し
た

11
月
上
旬
に

社
会
保
険
料
控
除
証
明
書
が

　
　
　
　
　
　
　
　

届
き
ま
す

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
有
利
な

　
　
　
　
　
　
　
　

国
民
年
金

　　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法

及
び
地
方
税
法
上
、
健
康
保
険
や

厚
生
年
金
な
ど
の
社
会
保
険
料
を

納
め
た
場
合
と
同
様
に
、
社
会
保

険
料
控
除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税

所
得
か
ら
控
除
さ
れ
、
税
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。

　

控
除
の
対
象
と
な
る
の
は
、
平

成
28
年
１
月
か
ら
12
月
ま
で
に
納

め
た
保
険
料
の
全
額
で
す
。

　

過
去
の
年
度
分
や
追
納
し
た
保

険
料
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
ご
自
身
の
保
険
料
だ
け

で
は
な
く
、
配
偶
者
や
ご
家
族

（
お
子
様
等
）の
国
民
年
金
保
険
料

を
支
払
っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
保

険
料
も
合
わ
せ
て
控
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
28
年
中
に
納
付
し

問
合
せ
先

地
域
防
災
課
防
災
係

（
窓
口
⑩
）☎
36
４
１
４
５

た
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め

に
は
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を

行
う
と
き
に
、
領
収
証
書
な
ど
保

険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
28
年
１
月
１

日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方

に
は
、
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機

構
か
ら
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
送

ら
れ
ま
す
の
で
、
申
告
書
の
提
出

の
際
に
は
必
ず
こ
の
証
明
書
、
又

は
領
収
証
書
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
（
平
成
28
年
10
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
保

険
料
を
納
め
ら
れ
た
方
へ
は
、
翌

年
の
２
月
上
旬
に
送
ら
れ
ま
す
。）

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民
年

金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
不
慮
の

事
故
な
ど
万
一
の
と
き
に
も
心
強

い
味
方
と
な
る
制
度
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
も
、
保
険
料
は
納

め
忘
れ
の
な
い
よ
う
し
っ
か
り
と

納
め
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

　
　
　

（
窓
口
③
）☎
㉒
３
９
２
２

助け合い、助け合い、
支えあう支えあう

「年金「年金」ってって
とっても大事とっても大事

助け合い助け合い、
支えあう支えあう
「年金「年金」ってって
とっても大事とっても大事

助け合い、
支えあう
「年金」って
とっても大事

～社会保険料控除について～

～家具等転倒防止器具の一例と効果～

使用
条件

ポール式
＋

マット式

ポール式
＋

ストッパー式

単
独
使
用

組
合
せ
使
用

小 大器具の効果

～
補
助
金
の
計
算
例
～

ポール式ストッパー式

マット式
プレート式

Ｌ型金具
（上向き取付け）

Ｌ型金具
（下向き取付け）

Ｌ型金具
（スライド式）

ベルト式

チェーン式

家具と天井に十分な強度が必要

家具、壁面や
器具に十分な
強度が必要

助
成
対
象
者

　

30
歳
か
ら
75
歳
未
満
の
下
田
市

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で
次
の

条
件
を
満
た
す
方
が
対
象
で
す
。

①
国
民
健
康
保
険
税
の
滞
納
が
な

　

い
世
帯
に
属
す
る
方

②
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
日
に

　

お
い
て
、
年
齢
が
30
歳
以
上
75

　

歳
未
満
の
方

③
今
年
度
、
人
間
ド
ッ
ク
助
成
事

　

業
の
助
成
を
受
け
て
い
な
い
方

④
職
場
等
で
人
間
ド
ッ
ク
等
を
受

　

診
す
る
機
会
が
な
い
方

⑤
人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
結
果
を
市

　

が
行
う
保
健
事
業
に
活
用
す
る

　

こ
と
に
同
意
す
る
方

⑥
今
年
度
、
特
定
健
診
を
受
診
し

　

て
い
な
い
方

助
成
額　

健
診
費
用
の
７
割
相
当

額
（
そ
の
額
に
１
，
０
０
０
円
未

満
の
端
数
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
る
）

※

た
だ
し
、
上
限
額
は
、
１
人
に

　

つ
き
２
５
，
０
０
０
円

受
診
ま
で
の
流
れ

　

必
ず
受
診
前
に
国
保
年
金
係
窓

口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類　

保
険
証
、
印
鑑

　

申
請
内
容
を
審
査
し
、
助
成
券

を
交
付
し
ま
す
（
発
行
す
る
の
に

１
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
）。

　

「
指
定
健
診
機
関
」
で
受
診
し
た

場
合
、
助
成
券
を
提
出
す
る
と
、

そ
の
場
で
あ
ら
か
じ
め
健
診
費
用

か
ら
助
成
額
分
が
差
し
引
か
れ
た

金
額
で
の
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

指
定
健
診
機
関

・
下
田
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉕
２
５
２
５

・
し
ら
は
ま
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　

☎
㉗
３
７
０
０

・
伊
豆
今
井
浜
病
院

　
　
　
　
　
　
　

☎
34
１
１
２
３

・
か
と
う
ク
リ
ニ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　

☎
34
２
７
１
７

　

そ
の
他
の
県
内
健
診
機
関
で
受

診
し
た
場
合
、
健
診
費
用
を
一
旦

全
額
支
払
っ
た
後
、
受
診
日
か
ら

40
日
以
内
に
、
国
保
年
金
係
で
手

続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

必
要
書
類　

助
成
券
、
健
診
結
果
、

質
問
票
、
領
収
書
、
印
鑑
、
振
込

先
の
わ
か
る
も
の

　

以
上
の
書
類
を
提
出
後
、
審
査

の
後
に
助
成
金
を
支
給
し
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先

市
民
保
健
課
国
保
年
金
係

　
　
　

（
窓
口
③
）☎
㉒
３
９
２
２

人
間
ド
ッ
ク
受
診
費
用
を

　
　
　
　
　
　
　

助
成
し
ま
す

税
は
納
期
限
ま
で
の
納
付
を

　
　
　
　
　
　

お
願
い
し
ま
す

夜
間
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す

納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で

お
困
り
の
際
は

　
　
　
　

相
談
し
て
く
だ
さ
い

　

納
税
相
談
の
ほ
か
、
市
税
な
ど

の
納
付
も
で
き
ま
す
。

　

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

期
間

12
月
５
日
（
月
）
～
９
日
（
金
）　

　
　
　
　
　
　
　

19
時
30
分
ま
で

場
所　

税
務
課
収
納
係（
窓
口
⑦
）

　

納
付
に
は
、
納
め
忘
れ
を
防
ぐ

口
座
振
替
が
便
利
で
す
。
お
申
込

み
は
税
務
課
ま
た
は
市
内
金
融
機

関
に
あ
る
「
口
座
振
替
依
頼
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
コ
ン
ビ
ニ
納
付
も
開
始

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

下
田
市
を
含
め
県
内
の
全
市
町

は
、
期
限
内
に
納
税
し
て
い
る
方

と
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
、

11
月
か
ら
12
月
ま
で
を
「
滞
納
整

理
強
化
月
間
」
と
し
て
、
県
と
連

携
し
徴
収
の
強
化
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
特
に
個
人
住
民
税

の
現
年
度
分
滞
納
者
に
対
し
て
差

押
え
を
強
化
し
て
行
い
ま
す
。

　

催
告
を
し
て
も
納
付
が
な
い
場

合
に
は
、
財
産
調
査
を
行
い
、
預

貯
金
、
給
与
、
生
命
保
険
、
不
動

産
な
ど
の
差
押
え
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

納
付
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

早
め
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
期
限
ま
で
の
納
付
を
お
願
い

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
失
業

や
病
気
な
ど
、
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
に
は
お
早
め
に
税

務
課
収
納
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

税
務
課
収
納
係
（
窓
口
⑦
）　

☎
㉒
２
２
１
８

11
月
・
12
月
は

　

税
の
滞
納
整
理
強
化
月
間

　納期限の約 20日後に

督促状を発送します。

督促手数料として 100 円

が加算されます。

督促状の発送
　金融機関、勤務先、

生命保険会社などに対し、

質問及び調査を行います。

財産調査
　財産調査で判明した財

産を差押えます。財産調

査や差押などの滞納処分

は、法令に基づいて行わ

れるもので、滞納者に事

前に告知することなく行

うことができます。

財産差押
　差押えた財産は、取立

てや公売により換価（換

金）します。

　換価して得た代金は滞

納金に充当します。

換価・配当

算されます。

下
田
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
30
歳
か
ら
75
歳
未
満
の
皆
さ
ま
へ

- ６ -広報しもだ　2016. 11月号

～滞納処分の流れ～


